
図面等閲覧・調査のお客さまへ

令和 ７年 ４月 １日
東 京 都 水 道 局

「個人情報の保護に関する法律」に基づき、水道局では図面等閲覧のお客さまに次のとおり対応させていただきますので、何卒ご理解とご協力をお願いします。

給水管又は配水管に関する図面調査・閲覧については、

下記の事業所一覧表を参照願います。

閲覧時間： 平日の８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５です。

給水管に関する閲覧・調査

●「閲覧用水道管管理図」（1/750）は、下記の 「給水管に関する閲覧・調査（取
扱事業所）」にあります。

（閲覧用水道管管理図は、無料で閲覧・複写ができます。）

●給水装置図面は、下記の 「給水管に関する閲覧・調査（取扱事業所）」にあり
ます。

（閲覧・複写は有料となります。[抄本の交付：１件４００円、閲覧：１回３００円] ）

なお、給水装置図面の情報を提供できるのは、次の方に限られます。
①当該水道所在地の水道使用者
②当該水道所在地の給水装置所有者（建物のオーナーの方など）
③ 当該水道所在地のアパート・マンションなどの管理をなさっている方
（東京都給水条例第１５条の規定により管理人として届け出されている方）
④ 上記①～③の代理人の方

申請される場合（①～④）は、申請者本人であることが確認できる運転免許証、パスポートなどを提示して
ください。
また、④の代理人の方が申請する場合は、原則として「委任状（水道局様式＊）」の提出が必要になります。
（印鑑証明書の提示は必要ありません）。
＊水道使用者等との契約書等で、給水装置図面の抄本の交付・閲覧に関する事項の委任を受けているこ
とがわかる文書（写しでも可）でも結構です。

配水管に関する閲覧・調査

●「配水管管理図」（1/5000）及び工事完成図は、

下記の 「配水管に関する閲覧・調査（取扱事業
所）」にあります。

配水管の口径により、取扱事業所が異なります。

なお、お客さまの委託証明書、身分証明書を確認させていただく
ことがあります。



図面調査・閲覧 事業所一覧表

給水管に関する閲覧・調査（取扱事業所）

所管区域 事業所名 所在 電話番号 所管区域 事業所名 所在 電話番号

立川市
国分寺市
国立市

立川サービスステーション 立川市緑町6-7 042-521-7698
東村山市
東大和市
武蔵村山市

東大和サービスステーション 東大和市上北台3-447 042-569-8659

小平市
清瀬市
東久留米市
西東京市

東久留米サービスステーション 東久留米市滝山6-1-1 042-471-5199

多摩市
稲城市
多摩ニュータウン

多摩サービスステーション 多摩市山王下1-17 042-371-1294

町田市（※1） 町田サービスステーション 町田市小曽東1-4-1 042-721-3495

福生市
あきる野市
日の出町

あきる野サービスステーション あきる野市秋川3-2-10 042-532-0207
三鷹市
調布市
狛江市

調布サービスステーション 調布市国領町7-29-5 042-443-2512

青梅市
瑞穂町
奥多摩町

青梅サービスステーション 青梅市師岡町1-1301-10 0428-20-5312

府中市
小金井市

府中サービスステーション 府中市寿町3-4-6 042-340-5633

八王子市（※1） 八王子サービスステーション 八王子市元本郷町4-19-1 042-655-3875

日野市 日野サービスステーション 日野市多摩平2-7-2 042-581-0146

配水管に関する閲覧・調査（取扱事業所）

所管区域

配水管の口径が３５０mm以下 配水管の口径が４００mm以上

所管区域

配水管の口径が３５０mm以下 配水管の口径が４００mm以上

事業所名
所在

電話番号
事業所名

所在
電話番号

事業所名
所在

電話番号
事業所名

所在
電話番号

立川市、府中市、
国分寺市、国立市、
東大和市、武蔵村山市

立川管路管理事業所
立川市砂川町6-41-1
042-538-1081

立川給水管理事務所
施設課
（施設管理総括担当）

立川市緑町6-7
042-548-5475

多摩市、稲城市、
多摩ニュータウン

桜ヶ丘管路管理事業所
多摩市桜ヶ丘4-10
042-310-1385

多摩給水管理事務所
施設課
（施設管理総括担当）

多摩市山王下1-17
042-371-1423

小金井市、小平市、
東村山市、清瀬市
東久留米市、西東京市

東久留米管路管理事業所
東久留米市滝山6-1-1
042-479-5351

町田市（※１）
桜ヶ丘管路管理事業所
町田分室

町田市木曽東1-4-1
042-721-3504

福生市、あきる野市、
日の出町

あきる野水道事務所
施設課

あきる野市秋川3-2-10
042-532-1511

あきる野水道事務所
施設課

あきる野市秋川3-2-10
042-532-1511

三鷹市、調布市、
狛江市

狛江管路管理事業所
狛江市和泉本町4-6-1
03-5761-2980

青梅市、瑞穂町
あきる野水道事務所
青梅事業所

青梅市師岡町1-1301-10
0428-20-5314

八王子市（※１）、
日野市

元本郷管路管理事業所
八王子市元本郷町4-19-1
042-621-0348

八王子給水事務所
施設管理担当

八王子市元本郷町4-19-1
042-621-0129

奥多摩町
あきる野水道事務所
青梅事業所 奥多摩分室

奥多摩町境字ひむら23番地内
0428-82-0411

（※１） 多摩ニュータウンを除く

（※１）多摩ニュータウンを除く。


